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伊 丹 市 分 譲 共 同 住 宅 共 用 部 分 バ リ ア フ リ ー 化 助 成 事 業 実 施 要 綱  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 分 譲 共 同 住 宅 の 管 理 組 合 に 対 し ， 当 該 分 譲 共 同

住 宅 の 共 用 部 分 の 改 造 に 要 す る 経 費 を 助 成 す る こ と に よ り ， 高 齢 者

及 び 障 害 者 （ 以 下 「 高 齢 者 等 」 と い う 。） を は じ め ， す べ て の 市 民 が

住 み 慣 れ た 住 宅 で 安 心 し て 自 立 し た 生 活 を お く る こ と が で き る 住 環

境 の 整 備 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。   

 （ 助 成 ）  

第 ２ 条  市 長 は ， 分 譲 共 同 住 宅 の 共 用 部 分 の バ リ ア フ リ ー 化 工 事 を 行

う 管 理 組 合 に 対 し ， 対 象 工 事 に 係 る 経 費 の 一 部 を 助 成 す る 。  

 （ 対 象 者 ）  

第 ３ 条  助 成 の 対 象 と な る 管 理 組 合 は ， 市 内 に 存 す る １ 棟 に つ き ２ １

戸 以 上 の 分 譲 共 同 住 宅 （ 平 成 ５ 年 １ ０ 月 １ 日 以 降 に 建 築 さ れ た も の

で ５ １ 戸 以 上 の も の 及 び 平 成 １ ４ 年 １ ０ 月 １ 日 以 降 に 建 築 さ れ た も

の を 除 く 。） の 管 理 組 合 （ 以 下 「 対 象 管 理 組 合 」 と い う 。） と す る 。  

 （ 対 象 工 事 ）  

第 ４ 条  助 成 の 対 象 と な る 工 事 は ， 高 齢 者 等 に 配 慮 し た 共 同 住 宅 の 共

用 部 分 の 改 造 工 事 で ，次 に 掲 げ る 要 件 を 備 え た も の と す る 。た だ し ，

建 築 物 の 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 （ 建 築 物 の 倒 壊 の 防 止 等 を 目 的 と す

る 構 造 耐 力 上 の 面 か ら み て 主 要 な 部 分 で ， 筋 交 い の 入 っ た 構 造 耐 力

上 必 要 な 壁 ， 柱 等 を い う 。） の 変 更 を 伴 わ な い も の に 限 る 。  

( 1 )   別 表 １ に 定 め る 当 該 分 譲 共 同 住 宅 の 共 用 部 分 の 各 改 造 箇 所 に

お い て 必 須 工 事 を 取 り 入 れ た 改 造 工 事 で あ る こ と 。  

( 2 )   別 表 １ に 定 め る 工 事 の 内 容 の 技 術 的 な 基 準 は ， 原 則 と し て ， 兵

庫 県 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 施 行 規 則 別 表 第 ３ の 基 準 に よ る こ と 。 

 （ 助 成 額 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 対 象 管 理 組 合 が 行 う 共 同 住 宅 の 共 用 部 分 の 改 造 に つ

い て ， 予 算 の 範 囲 内 に お い て ， １ 棟 に つ き 対 象 工 事 に 要 し た 経 費 の

額 に 応 じ た 別 表 ２ の 規 定 に よ り 算 出 し た 対 象 経 費 の 額 に 応 じ た 額 を

助 成 す る も の と す る 。  



 
２

 （ 申 請 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に よ る 助 成 を 受 け よ う と す る 対 象 管 理 組 合（ 以 下「 申

請 者 」 と い う 。） は ， 工 事 着 手 前 に ， 分 譲 共 同 住 宅 共 用 部 分 バ リ ア フ

リ ー 化 工 事 実 施 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 )  分 譲 共 同 住 宅 共 用 部 分 バ リ ア フ リ ー 化 工 事 計 画 書（ 様 式 第 ２ 号 ） 

( 2 )  工 事 費 見 積 書  

( 3 )  前 ２ 号 に 定 め る も の の ほ か ， 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

 （ 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 前 条 の 申 請 を 受 け た と き は ， そ の 内 容 を 審 査 し ， 助

成 の 可 否 を 決 定 す る と と も に ， 分 譲 共 同 住 宅 共 用 部 分 バ リ ア フ リ ー

化 助 成 事 業 実 施 決 定 （ 却 下 ） 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 当 該 申 請

者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 工 事 内 容 の 変 更 ）  

第 ８ 条  助 成 の 決 定 を 受 け た 者 は ， 当 該 決 定 を 受 け た 後 に ， 工 事 計 画

に 変 更 が 生 じ た 場 合 は ， 速 や か に 変 更 を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 工 事 完 了 ）  

第 ９ 条  助 成 の 決 定 を 受 け た 者 は ， 当 該 決 定 を 受 け た 工 事 が 完 了 し た

場 合 に は ， 速 や か に 分 譲 共 同 住 宅 共 用 部 分 バ リ ア フ リ ー 化 工 事 完 了

届 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 市 長 に 提 出 し て ， 工 事 完 了 の 確 認 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

 （ 助 成 金 の 請 求 ）  

第 １ ０ 条  助 成 の 決 定 を 受 け た 者 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 工 事 完 了 の 確

認 を 受 け た 後 ， 速 や か に 分 譲 共 同 住 宅 共 用 部 分 バ リ ア フ リ ー 化 助 成

金 請 求 書（ 第 ５ 号 ），当 該 工 事 に 要 し た 費 用 の 額 を 証 明 す る 書 類 ，そ

の 他 必 要 な 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 助 成 金 の 交 付 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 前 条 の 請 求 を 受 け た と き は ， そ の 内 容 を 審 査 し ，

適 当 と 認 め た と き は ， 助 成 金 の 額 を 確 定 し ， 申 請 者 の 請 求 に 基 づ き

助 成 金 を 交 付 す る 。  



 
３

 （ 助 成 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は ， 助 成 の 決 定 を 受 け た 者 が ， 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る と き は ， 助 成 の 決 定 を 取 り 消 し ， ま た は 既 に 交 付 し た 助 成

金 の 全 部 も し く は 一 部 の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

 ( 1 )   偽 り そ の 他 不 正 な 行 為 に よ り 助 成 の 決 定 を 受 け た と き  

 ( 2 )   前 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き  

 （ 重 複 の 禁 止 ）  

第 １ ３ 条  対 象 管 理 組 合 は ， 共 同 住 宅 の 対 象 工 事 に つ い て ， 当 該 助 成

事 業 を 受 け た 棟 に お い て 再 度 当 該 事 業 の 助 成 を 受 け る こ と は で き な

い 。  

 （ 細 則 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し 必 要

な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ７ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 ５ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別表１ 

分譲共同住宅の共用部分のバリアフリー化に係る対象工事 

改造箇所 工 事  の  内  容 
種別 

 

 

必須 選択 

外部出入口 
出入口の開口幅を確保するための工事 

その他高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 

○ 

 

 

○ 

敷地内通路 

傾斜面又はそれに類するものの設置 

傾斜面を設置した場合の手すりの設置 

その他高齢者等の利用の安全性または利便性の向上に資するもの 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

床 面 ノンスリップ化 ○ 
 

廊下等 

傾斜路又はそれに類するものの設置 

傾斜路を設置した場合の手すりの設置 

その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

階 段 

手すりの設置 

蹴込板及び滑り止めの設置 

その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

(注) 上記工事の技術的な基準は、原則として、福祉のまちづくり条例施行規則別表第３の基準によるものとする。 

別表２ 

分譲共同住宅の共用部分のバリアフリーに係る助成額 

 

助成対象工事費 

 

 

助成額 

 

 

７５千円以上１５０千円未満 

 

 

４０千円 

 

１５０千円以上３００千円未満 

 

 

７５千円 

 

３００千円以上６００千円未満 

 

 

１５０千円 

 

６００千円以上９００千円未満 

 

 

２５０千円 

 

９００千円以上 

 

 

３００千円 

 



様式第１号（第６条関係）                     年  月  日 

分譲共同住宅共用部分バリアフリー化工事実施申請書 

伊 丹 市 長        様 

        申 請 者   住 所 伊丹市                       

（管理組合の代表者） 
 

                    氏 名               

    ＴＥＬ    ―      ― 

                      

 

分譲共同住宅共用部分バリアフリー化工事助成について，次のとおり申請します。 

対

象

管

理

組

合 

建 物 名 称      
フリガナ 
 
 

建物所在地 
〒 
伊丹市 

住 宅 戸 数      戸 
・21 戸～50 戸 
・21 戸以上 （平成 5 年 9 月 30 日以前に建 
       築されたものに限る） 

建築年月日 竣工：      年  月 （着工：       年  月） 

建

物

概

要 

住宅以外の用途 ・なし ・あり（用途：                  ） 
構造・規模 構造  鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 

    その他（             ） 

地上      階    地下       階 

建築面積         ㎡   延床面積        ㎡ 

改

造

工

事

概

要 

改造工事箇所 

・外部出入口改造 
・敷地内通路改造 
・床面改造 
・廊下等改造 
・階段改造 

着工予定年月日     年  月  日 完了予定年月日     年  月  日   

 



様式第２号（第６条関係） 

    分 譲 共 同 住 宅 共 用 部 分 バ リ ア フ リ ー 化 工 事 計 画 書 
 

改造 
箇所 助 成 対 象 工 事 

種別 改造等箇所 
必

須 
選

択 
実

施 
今回工事をする内容を具体的 

   に記入してください 

外
部
出
入
口 

出入口の開口幅を確保するための工事 ○ 
   

その他高齢者等の利用の安全性又は利

便性の向上に資するもの  
 
○ 

  

 
敷

地

内

通

路 

傾斜路又はそれに類するものの設置 ○ 
   

傾斜路を設置した場合の手すりの設置 ○ 
   

その他，高齢者等の利用の安全性又は

利便性の向上に資するものの設置 

 
○ 

  

床 

面 

ノンスリップ化 ○ 

   

廊
下
等 

傾斜路又はそれに類するものの設置 ○ 

   

傾斜路を設置した場合の手すりの設置 ○ 
   

その他，高齢者等の利用の安全性又は

利便性の向上に資するものの設置 

 
○ 

  

階 

段 

手すりの設置 ○ 
   

蹴込板及び滑り止めの設置 ○ 
   

その他，高齢者等の利用の安全性又は 
利便性の向上に資するものの設置 

 
○ 

  

注）上記工事の技術的な基準は，原則として，福祉のまちづくり条例施行規則別表第３の基準によ 
るものとする。 



様式第３号（第７条関係） 

 

 

                

様 

 

                           伊丹市長  

 

 

分譲共同住宅共用部分バリアフリー化助成事業 

実施決定（却下）通知書 

 

     年  月  日付で申請のあった，伊丹市分譲共同住宅共用部分バリアフリー

化助成事業によるバリアフリー化工事については，下記のとおり決定しましたので，伊丹

市分譲共同住宅共用部分バリアフリー化助成事業実施要綱第７条の規定により通知します。 

 

記                        
                

決 定 番 号  決定年月日  

対象管理組合 

建物名称 
 

代表者住所 伊丹市 

代表者氏名 
 

工 事 名 称 

 

助成金額等 

助成対象工事費用総額 

（消費税含む）（円） 
自己負担額（円） 工費負担額（円） 

   

                                                       



様式第４号（第９条関係） 
    年  月  日 

 
伊 丹 市 長  様 

 

          住 所 伊丹市                 
 

 

                    氏 名               

    

  

分譲共同住宅共用部分バリアフリー化工事完了届 

 
     年   月   日付で事業実施決定のあった，伊丹市分譲共同住宅共用部分バリ

アフリー化助成事業による次の工事は，     年   月   日完了しましたので工事完

了後の写真を添えて報告します。 
 

決定番号  決定年月日     年  月  日 

      

対  象 
管理組合 

 
 

建物名称 
 

代表者住所 
 

代表者氏名 
 

工 事 名 称 

 

 

工事施工 
業  者 

住 所 電話番号  － 

業者名                          

 
 
上記共用部分バリアフリー化工事については，    年  月  日 
（ 現地調査 工事完了後写真 ）により，完了していることを確認し 
ました。 
 

伊丹市 確認者                
 

 



年  月  日  
 

様式第５号（第 10 条関係） 
 

分譲共同住宅共用部分バリアフリー化助成事業 

助   成   金   請   求   書 

 

伊 丹 市 長  様 
 

            請 求 者   住 所 伊丹市 
            （管理組合の代表者） 
 
 

             氏  名               
 

                      

 
伊丹市分譲共同住宅共用部分バリアフリー化助成事業実施要綱の規定により，下記のとお

り請求します。 
記 

 
 

 
金 額                   円 
 

 

口 座 振 込 依 頼 書 

フ リ ガ ナ  

口座名義人 
 

金融機関名 
 

支 店 名 
 

預 金 種 別  普通・ 
当座 口座番号 

 
※添付書類 
○伊丹市分譲共同住宅共用部分バリアフリー化助成事業による工事に要した費用を 

  証明する書類 


